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【対象となる住宅】 

 ・昭和５６年５月３１日以前に着工した一戸建ての木造住宅。 

 ・一般診断法等による耐震診断で、上部構造評点が１.０未満の住宅。 
  ※ 一般診断法等：一般診断法または精密診断法など 
 

【申込みできる方】 

 ・以下の２つの条件を両方満たしている方。 

   ① 一戸建ての木造住宅を個人で所有し、自ら居住している方。 

   ② 市税を完納している方。 
  ※ 申込みは、１所有者につき１回限りです。 

 
 
 

 耐震改修等工事に必要な費用を、工事内容に応じて下記の上限額まで補助します。 
  ※ 補助対象となる耐震改修等工事費には、設計費・工事監理費は含まれません。 
 

【耐 震 改 修】１４０万円 まで（自己負担３５万円）※１、２ 

 

  ※１ 「高齢者世帯」や「令和７年度までに耐震診断を実施」の場合、 

上限額は１７５万円（自己負担なし）となります。 
  ※２ 過去に補強プラン作成し、補強工事に至らなかった世帯が、新たに段階改修または部分改修の 

補強プランを作成し、耐震改修工事を実施した場合、上限額に１０万円を加算します。 
（※１に該当しない場合のみ） 

 

【耐震シェルター】 ３０万円 まで（自己負担７.５万円）※３ 
 

  ※３ 「高齢者世帯」の場合、上限額は３７.５万円（自己負担なし）となります。 
 

「高齢者世帯」：単身または夫婦世帯で、いずれか一方が６５歳以上の世帯  

 
 
 

 １．交付申請書（様式第 1－１号） 

 ２．耐震補強計画書（様式１－２号） 

 ３．計算書等一式 
   （診断計算書［改修前、改修後］、図面、見積書など） 

 ４．住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類 
   （固定資産〈土地・家屋〉評価証明書「注」、など） 

 ５．住宅の所有者の前年度の納税証明書「注」 

 ６．同意書（様式第１－３号）、委任状 

 ７．家族構成報告書（様式１－５号） 
 

  ※ 様式は建築指導課ホームページからダウンロードできます。 

  ※ 申請内容により、追加書類が必要となる場合があります。 

  ※ 「注」の書類は、市役所内で取得できます（有料）。 

 
 

 

 

 

 

大切な住まいを守るため、耐震化の実施をご検討ください。 

木造住宅耐震改修促進事業のご案内 
 

福井市では、木造住宅の耐震化を進めるため、耐震性が不足していると診断された

住宅を対象に、耐震改修等工事などに必要な費用の一部を補助しています。 

 

【耐震改修】 

［全体改修］ 

上部構造評点が１．０以上となる工事。 

（評点を上げるのが困難な場合は、０．７以上） 
 

［部分改修］ 

１階にある居間や寝室を部分改修する工事で、 

住宅全体の上部構造評点が改修前を上回り、 

改修後の部分診断評点が１．５以上となる工事。 
 

【耐震シェルター】 

公的機関等の認定・試験等により性能が認められた 

耐震シェルターを設置する工事。 

 
申請の方法、補助制度の内容等について、詳しくはお問い合わせください。 

福井市役所 本館５階  建築指導課 （申請・問合せ窓口） 
０７７６－２０－５５７４ 

 

H P TEL  



補助申請手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 

福井市 申請者 施工業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ※ 施工業者による補助金の代理受領を行う場合は、手続きの流れが変わります。詳しくはお問い合わせください。 

  ※ 耐震改修補助に加えて、一定基準以上の耐震改修を行うことで、耐震改修促進税制として所得税控除（税務署）や 

固定資産税減額措置（資産税課）などの税制優遇措置を受けられる場合があります。 

 

耐震診断・補強プランの作成 

補助金交付決定の通知 

補助金交付申請の提出 

見積受理・内容検討 

現地調査・見積作成 

※ 契約書の写しを添付 

⇒ 福井市の補助を利用して、工事を行う方針を決定 

施工業者の選定 

見積作成依頼 

設計者・監理者を選定 

補強プランを基に耐震補強

計画・図面等を作成 

補助金交付決定の受領 

 
【注意事項】 

必ず補助金交付決定通知がお手元に 

届いてから工事契約してください。 

届く前に工事契約を行うと事前着手と 

なり補助金をもらうことができません。 

補助金交付請求書の受理 

工事費の支払い 

補助金交付請求書の提出 

補助金の交付 補助金受領 

実績報告書の受理 実績報告書の提出 

補助金交付額確定通知 補助金交付額確定通知受領 

審  査 

審査 

※ 対象年度の２月末までに提出 

※ 耐震改修等工事の補助制度について事前にご相談 

施工業者と工事請負契約を締結 

補助金交付申請の受理 

工事着手届の提出 耐震改修工事 開始 工事着手届の受理 

※ 耐震診断士による工事監理が必要 

耐震改修工事 完了 

請求書の発行 

領収書の発行 

※ 領収書の写しを添付 

ここまでに改修工事に要した

費用の支払いが必要です。 

※ 振込には手続きに時間を要する 

場合があります。 

工事の方針検討 


